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診療科目

　 　

　　　　　　　　　　　　　　　理念　「一期一会」
患者さんとの生涯一度の出会いである初診も、かかりつけとして受診される
いつもの診療も、どちらも大切にします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　診療方針
１．「最新の医療」について常に勉強し、日々の診療に役立てます。
２．専門医療機関への紹介だけでなく、介護・福祉・行政とも「連携」します。
３．患者さんの「生活の質の向上」を考えた治療を行います。

　　　　　　Ｔｅｌ　０４２－７０６－２６３０
　　　　　　　http://naika-inoue.jp/
〒１９４－０００４　
東京都町田市鶴間１－１８－１３　南町田駅前診療館２Ｆ

一般内科、脳神経内科、精神科：高血圧、糖尿病、健康診断、
花粉症、予防注射、認知症、パーキンソン病、片頭痛、不眠症など

     受付時間  　月  火 水 木  金  土  日   
  8:30～11:30    ● ●     ※  ●  
  8:30～12:30                               ●  
14:30～17:30    ●  ●      ※  ●  

※第２、４は精神科　　休診日: 水曜・日曜・祝・土曜午後  　

東急田園都市線
南町田グランベリーパーク駅
北口徒歩2分

（駅ロータリーのすぐ先）

お車の方は近隣のコイン
パーキングをご利用下さい。
（国道16号からは直接

駐車場に入れません）

認知症初診、紹介状持参、健康診断、精神科：電話予約お願いします
一般の初診の方：予約は取れません　
定期通院の方：診察後に次回予約を院内で取ります

診療時間



認知症診療のご案内

　 　

　　　　　　　　　　　　　ご挨拶
当院は｢物忘れを相談できる内科｣を特徴としております。
認知症は患者さんが感じる不安と、ご家族が抱える不安の、両方への対応

が重要です。傾聴技法を学ぶセミナー等に積極的に参加し、臨床心理士の
資格を日常診療に活かしています。内科専門医かつ認知症専門医として患

者さん、ご家族、地域社会のお役に立ちたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　院長　井上昌彦

　院長略歴

東邦大学医学部卒　医学博士（昭和大学）　昭和大学医学部兼任講師（藤が丘病院脳神経内科）
　 資格・専門医等

日本認知症学会専門医　日本認知症予防学会専門医　日本神経学会専門医
日本内科学会専門医　日本頭痛学会専門医　日本医師会認定産業医

日本精神神経学会　臨床心理士

認知症診療の流れについて（初めての方はお電話下さい）

　初診　現在飲んでいる薬の内容がわかるもの(お薬手帳など)を持ってきて下さい。

　　↓　 紹介状は必ずしも必要ありません。以前に飲んでいた薬もあればありがたいです。
　　↓　 付き添いの場合はご家族または介護されている方との来院をお願いいたします。

　　↓　 お一人だけでの物忘れ相談も可能です。

　　↓
　問診　どんな小さなことでも結構ですので、一番最初に"変だな"と感じた時のことを教えてください。

　　↓
　診察　アルツハイマー病やレビー小体病のような疾患だけでなく、パーキンソン病や脳卒中のように
     ↓   身体症状が主となっている疾患の認知症状の診療も可能です。

     ↓  
　検査　MRI、CTや核医学などの検査が必要な場合は、連携している近隣の総合病院のご協力の下、

　　↓　 迅速な対応を心がけております。

　　↓
　治療　患者さんの人となりを尊重し、ご家族や介護・福祉・行政と連携し、
　　　　　生活の質の改善を目標とします。病状に応じて脳外科への依頼や精神科との併診も行います。

当院の認知症治療の特色

１．コウノメソッド
コウノメソッドとは、名古屋フォレストクリニック院長である河野和彦先生が、長年の臨床経験を元に開

発された認知症治療マニュアルです。コウノメソッドはインターネット上で公開されており、誰でも閲覧す
ることが可能です。当院は河野先生の考えに共鳴し、コウノメソッド実践医として登録しております。

２．適量処方
高齢者に対する認知症治療薬投与については特に注意が必要です。｢抗認知症薬の適量処方を実現

する会｣の趣旨に賛同し、薬剤有害作用のリスクを最小限にするよう努めております。
３．食事による認知症予防の研究
認知症の発症と腸内細菌叢や地中海料理、ココナッツオイルなどの食習慣との関係が最近.注目され

ています。当院では老人ホームや管理栄養士と協力し、認知症と食事に関する臨床研究を行っており

ます。

注)　現在の公的医療保険制度では一連の医療行為について、保険請求に自費請求を重複させることは、たとえ患者さんの同意があっても、認められて

いません。また、保険医療療養担当規則では保険診療での特殊療法等が禁止されており、希望される治療内容によっては全ての治療が自己負担になる
ことがあります。
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